
ＰＦＳを活用した静岡市介護予防事業
（案）

令和５年６月23日（金）
静岡市
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ＰＦＳを活用した静岡市介護予防事業（案）

１ 静岡市の現状
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（１）高齢者人口が増加している。
200,229人（H27）→209,628人（R２）
出典：国勢調査

（２）要介護要支援認定率（年齢調整後）及び認定
者が上昇・増加している。
16.7％・35,395人（H28）→16.8％・40,625人
（R３）
出典：地域包括ケア「見える化」システム

から算出

（３）静岡市の介護給付費が増加している。
535億円（H28）→620億円（R３）
出典：静岡市

（４）要介護認定を受けていない市内在住の65歳以
上の高齢者のうち、就労や社会活動をしてい
ない人の割合が上昇している。
13.9％（H28）→17.4％（R４）
出典：静岡市介護予防・日常生活圏域ニー

ズ調査
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ＰＦＳを活用した静岡市介護予防事業（案）

２ 課題と対策案

（１）課題
市民が要介護状態となることを防ぎ、持続可能な介護保険制度を実現するため
には、介護予防の取組を推進する必要があるが、次の課題に直面している。

①既存の介護予防事業（Ｓ型デイサービス事業等）の活動内容のマンネリ化、
参加者の固定化や担い手不足が進んでいる。

②要介護状態になる前の人へアプローチできる効果的な取組が必要となっている。

（２）対策案
要介護認定を受けていない市内在住の65歳以上の高齢者のうち、就労や社会活動
をしていない人（静岡市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（R４）から31,400人
を推計）に、ＰＦＳを活用して介護予防に取り組む機会を提供する。

①事業期間：令和６年６月１日から令和９年３月31日まで（３年間）
※令和９年３月31日＝４次総前期終了、市民サービス提供は、令和６年９月開始予定

②主な事業内容
・事業の受託者が成果指標を達成するための取組を企画し、運営する。
例：スポーツ、趣味、エンタメ、就労等にかかるプログラムの実施。

・受託者が行った取組に対する成果の評価を第三者評価機関に委託し、実施する。
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ＰＦＳを活用した静岡市介護予防事業（案）

２ 課題と対策案

（２）対策案
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ＰＦＳを活用した静岡市介護予防事業（案）

２ 課題と対策案

（２）対策案
③成果指標（支払い根拠）
ア 事業参加者総数（事業実施２年目・３年目の支払い根拠）

実施するイベント型及び継続的介護予防プログラムや、事業参加者により創設
される通いの場への65歳以上の参加者の実人数をカウント。

イ 継続参加人数（事業実施２年目・３年目の支払い根拠）
継続的プログラム及び継続的プログラムの関連活動や、事業参加者により創設
される通いの場に月一回以上の頻度で半年以上継続して参加している方を継続
参加者とし、人数をカウント。

ウ 要介護状態進行遅延人数（事業実施３年目の支払い根拠）
事業実施期間中の継続参加者のうち、要介護状態進行の遅延が推測された人数
を算出。
要介護状態進行の進行遅延者は、事業参加者に実施するアンケートにおいて、
要支援・要介護リスクが維持以上で、かつ社会参加の状況に該当する項目が
増加、または主観的健康感が増加している高齢者とする。

④成果指標の上限値等（案）
ア 総参加者数：5,000人／３年
イ 継続参加人数：3,000人／３年
ウ 要介護状態進行遅延推計人数：3,000人／３年 6



ＰＦＳを活用した静岡市介護予防事業（案）

２ 課題と対策案

（２）対策案
⑤評価時期、契約期間
ア 変動する部分の評価時期※

※支払いは最低保証額（固定）と成果報酬額（変動）がある。
（ア）総参加者数

１年後（令和７年11月30日）及び２年後（令和８年11月30日）
（イ）継続参加人数

１年後（令和７年11月30日）及び２年後（令和８年11月30日）
（ウ）要介護状態進行遅延推計人数

２年後（令和８年11月30日）
イ 契約期間

令和６年度から令和８年度（３年間）

⑥ＰＦＳ事業効果
目標：健康寿命の延伸
最終アウトカム：要介護認定の抑制、介護給付費の抑制
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ＰＦＳを活用した静岡市介護予防事業（案）

２ 課題と対策案

（２）対策案
⑦支払上限額
上記④「成果指標の上限値等※」を達成するために必要な金額。
※成果指標の上限値等（案）
ア 総参加者数：5,000人／３年
イ 継続参加人数：3,000人／３年
ウ 要介護状態進行遅延推計人数：3,000人／３年

⑧支払条件
最低保障額（固定）に加え、成果指標の達成状況から決定される金額（変動）を
支払金額とする。
現時点では、固定を１年ごとに、変動を事業実施２年目、３年目に支払うことを
想定。

⑨成果評価の方法
第三者評価機関による評価
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ＰＦＳを活用した静岡市介護予防事業（案）

２ 課題と対策案

（２）対策案
⑩事業体制に関する検討

⑪今後の主なスケジュール
令和５年６月 マーケットサウンディング
令和６年４月 プロポーザル（公募）

６月 契約締結（～令和９年３月）
※市民へのサービス提供は９月開始予定
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